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Ａ．研究目的 

平成24年4月より重症心身障害児・者通園事

業は法定化され、6歳未満の利用者については

「児童発達支援」、就学児童は「放課後等デイ

サービス」、18歳以上の利用者については「障

害福祉サービス（障害者総合支援法に基づく

「生活介護」サービス）」となった。これらは

多機能型として一体的に実施することが出来、

児者一貫した支援が継続できることとなってい

る。 

本研究では、研究1年目（平成23年度）はNHO

福岡病院における通園利用者の実態及び収支状

況を調査し、新制度移行に向けての課題を明ら

かにした。2年目（平成24年度）は、1年目の調

査結果を基に調査項目を選定し、国立病院機構

における通所事業実施29施設を対象に、新制度

への移行状況や利用者の実態について調査した。

3年目は、これらに加え新制度移行後の運営面

に関する調査も行い、現在の課題と利用者ニー

ズを明らかにした。 

本稿では、2・3年目に実施した平成23年度

（新制度移行前）、24年度（移行初年度）と25

年度（移行2年目）の調査結果を更に比較分析

し、利用者のニーズに即したサービス提供の在

り方や、より安定した事業運営に向けての課題

を提言することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

国立病院機構通所事業実施 29 施設を対象に

実施した平成 23～25 年度 3 カ年の通所事業に

関する調査結果を比較分析した。調査項目は以 

下の 18 項目であり、項目 11～18 は、平成 25 

 

年度のみ調査した。 

1．一日の利用定員と利用時間 

2．職員数（各職種の人数と勤務形態） 

3．事業種別の利用登録者数 

4．利用者の年齢構成 

5．大島の分類 

6．準・超重症児者数、強度行動障害該当 

者数 

7．利用者の医療的ケアの状況（吸引、経 

鼻経管栄養、胃瘻、腸瘻、酸素吸入、気管 

切開、人工呼吸器） 

8．利用頻度 

9．送迎状況：施設送迎の有無と送迎実施施 

設における送迎加算の取得状況、利用者の 

通所手段（全利用者、準・超重症児者であ 

る利用者） 

10．平成 24 年度及び 25 年度 5 月、9月利用 

状況：予定人数、利用者数、欠席人数、追 

加人数 

11．欠席時対応加算取得の有無 

12．家庭連携加算、訪問支援特別加算取得の

有無 

13．療育状況：療育時間、療育内容、療育 

に参加する職員の職種と人数 

14．新制度下で新たに始めたサービスの有無 

15．医療的ケアを要する利用者の受入れ制限

の有無 

16．利用予定表の作成にあたり、工夫や苦慮

している点について 

17．利用者増員のために行っていること 

18．通所事業の在り方についての提言 
 

研究要旨 
重症心身障害児・者通園事業について研究1年目はNHO福岡病院A型通園事業の実態を分析し、新
事業への課題を報告した。2年目以降、国立病院機構29施設を対象に、新制度移行前、移行初年
度、移行2年目の状況と利用者の実態を調査した。その結果、通所事業実施施設数に変化はなく、
利用登録者数は671～749名、60％以上が18歳以上で、約28％が準・超重症児者であった。 
今後の課題として、送迎ニーズへの対応や医療的ケアが必要な利用者の受入れが挙げられた。 
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Ｃ．研究結果 

調査回収率は100％であった。 

1．一日の利用定員と利用時間 

 一日の利用定員は、5～20名と施設間で差が

あった。平成24年度と25年度では、利用定員数

が変更となった施設が4施設あり、定員増が2施

設、減が2施設であったが、増減数は1名と大き

な変化はみられなかった。 

定員数は、平成24年度、25年度ともに5名の

施設が19施設（66％）と最も多く、次いで多か

ったのは15名の施設で5施設（17％）であった

（表1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用時間帯は、平成 24 年度、25 年度とも

9:30～15:30 の施設が最も多かったが、その数

は平成 25 年度に 7から 10 施設に増えていた

（表 2）。 

 利用時間数は、5～9.5 時間と施設によって

差がみられた。平成 24 年度は 5時間と 6時間

の施設が最も多く 8施設であったが、平成 25

年度は 6 時間の施設が 11 施設と最も多かった。

平成 24 年度に比して 25 年度は、利用時間 6時

間以上の施設が 15 施設から 19 施設に増加して

いた（表 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．職員数（各職種の人数と勤務形態） 

 職員数を表4、5、6に示した。医師の配置状

況は、平成23～25年度で全体として大きな変化

はなかった。また、殆どの施設で病棟等との兼

任であり、人数は0～10名と施設間で差がある

状況も変わっていなかった。 

看護師は全施設で配置されていた。専任で配

置されている施設は、平成23年度が9施設、24

年度が10施設、25年度が12施設と僅かであるが

年々増加していた。 

児童指導員は、専任で配置されている施設は

平成23年度が1施設、24年度が2施設、25年度が

4施設と年々増加していた。兼任又は非常勤の

みが配置されている施設は、平成23年度が13施

設、24年度が13施設、25年度が14施設と大きな

変化はなかった。 

保育士は、専任で配置されている施設が平成

23年度が11施設、24年度は12施設、25年度が10

施設と25年度は24年度から2施設減少していた。

兼任又は非常勤のみの配置は、平成23年度が16

施設、24年度、25年度ともに16施設で変化はな

かった。配置されていない施設は、平成23年度

は1施設あった。 

理学療法士は、専任で配置されている施設は

平成23年度、24年度が2施設、25年度が1施設と

大きな変化はなかった。兼任又は非常勤のみが

配置されている施設は、平成23年度が19施設、

24年度が22施設、25年度が17施設と24年度に3 

施設増加していたが25年度には5施設減少して

いた。一方、配置されていない施設は平成23年 

一日利用定員 平成24年度 平成25年度
5名 19 19
6名 1 0
7名 0 1
8名 0 1
9名 1 1
10名 1 1
12名 1 0
15名 5 5
20名 1 1

表１　一日利用定員

利用時間帯 平成24年度 平成25年度
8:00～17:30 1 0
8:30～17:30 0 1
9:00～15:00 0 1
9:00～15:30 1 1
9:00～16:00 2 3
9:30～15:00 2 2
9:30～15:15 1 0
9:30～15:20 1 0
9:30～15:30 7 10

9:30～16:00 3 2

9:30～16:30 0 1

9:45～15:00 0 1

9:45～15:30 0 1

10:00～15:00 6 2

10:00～15:30 2 4

10:00～16:00 1 0

10:30～15:30 2 0

表2　利用時間

利用時間 平成24年度 平成25年度
5時間 8 2
5.3時間 0 1
5.5時間 4 6
5.8時間 2 1
6時間 8 11
6.5時間 4 3
7時間 2 4
9時間 0 1
9.5時間 1 0

表３　利用時間数
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度が8施設、24年度は5施設、25年度11施設と24

年度に3施設減少していたが25年度には6施設増

加していた。 

作業療法士は、平成23～25年度で専任配置さ

れている施は1施設と変化はなかった。兼任又

は非常勤のみが配置されている施設は、平成23

年度が8施設、24年度、25年度が10施設で、24

年度から変化はなかった。配置されていない施

設は18施設と全く変化はなかった。 

業務技術員は、配置している施設が平成23年

度は3施設、24年度が4施設、25年度は6施設と

僅かであるが年々増加していた。しかし、勤務

形態は兼任または非常勤であり、配置されてい

ない施設の方が多かった。 

 サービス管理責任者は、専任で配置されてい

る施設は平成 23 年度が 1施設、24 年度が 5施

設、25 年度が 10 施設と年々増加していた。兼

任又は非常勤のみが配置されている施設は平成

23 年度が 3施設、24 年度が 21 施設、25 年度

が 19 施設と、制度移行に伴い多くの施設で配

置されていたが、多くの施設がこの形態での配

置であった。    

児童発達支援管理責任者は、専任で配置され

ている施設が平成 23 年度は 0施設、24 年度が

3施設、25 年度が 4施設であった。兼任又は非

常勤のみが配置されている施設は、平成 23 年

度が 1施設、24 年度が 19 施設、25 年度が 20

施設と、サービス管理責任者の配置形態と同様

に、多くの施設がこの配置形態であった。 

  

3．事業種別の利用登録者数 

 利用登録者数は、平成 23 年度、24 年度、25

年度で、749 名、671 名、722 名であり、24 年

度に減少していたが、25 年度は増加していた。

事業種別でみると、児童発達支援では平成 24

年度が 81 名（12.1％）、25 年度は 79 名（10.9

％）で、大きな変化はなかった。生活介護では、

平成 24 年度が 426 名（63.5％）、25 年度は 428

名（59.3％）と、児童発達支援と同様に大きな

変化はなかった。一方、放課後等デイサービス

では、平成 24 年度が 164 名（24.4％）、25 年

度が 215 名（29.8％）と 51 名増加していた。

（表 7）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．利用者の年齢構成 

平成23年度、24年度、25年度の各年齢層にお

ける利用者数は、0～6歳がそれぞれ77名（10.3

％）、73名（10.9％）、81名（11.2％）、7～17歳

は、223名（29.8％）、172名（25.6％）、207名

（28.7％）、18～29 歳は、316名（42.2％）、29

5名（44.0％）、296名（41.0％）、30～39歳は、

111名（14.8％）、111名（16.5％）、114名（15.

8 ％）、40歳以上は、22名（2.9％）、20名（3.0

％）、24名（3.3％）であった。全ての年齢層で

利用者数は増加していたが、18歳以上が1～4名

の微増であったのに対し、0～6歳は8名、7～17

歳は35名増加しており、児童の増加が目立った 

（表8）。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ型 Ｂ型
児童
発達支援

放課後等
デイサービス 生活介護

児童
発達支援

放課後等
デイサービス 生活介護

人数 182 567 81 164 426 79 215 428
割合 24.3% 75.7% 12.1% 24.4% 63.5% 10.9% 29.8% 59.3%
平均人数 36.4 23.6 2.9 7.1 14.7 2.7 7.4 14.8

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表7　利用登録者数

0～6 7～17 18～29 30～39 40以上 0～6 7～17 18～29 30～39 40以上 0～6 7～17 18～29 30～39 40以上
人数 77 223 316 111 22 73 172 295 111 20 81 207 296 114 24
割合 10.3% 29.8% 42.2% 14.8% 2.9% 10.9% 25.6% 44.0% 16.5% 3.0% 11.2% 28.7% 41.0% 15.8% 3.3%
平均人数 2.7 7.7 10.9 3.8 0.8 2.5 5.9 10.2 3.8 0.7 2.8 7.1 10.2 3.9 0.9

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表8　利用者の年齢構成
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5．大島の分類 

大島の分類は、平成23年度、平成24年度、平

成25年度で、重症心身障害児者の定義である区

分Ⅰに属する利用者が614名（82.0％）、533名

（79.4％）、530名（73.4％）、動く重症児者で

ある区分Ⅱに属する利用者は、85名（11.3％）、 

84名（12.5％）、108名（15.0 ％）、重度肢体不 

自由児者である区分Ⅲに属する利用者が17名 

 

（2.3％）、21名（3.1％）、25名（3.5％）、中軽

度障害児者である区分Ⅳに属する利用者は、5

名（0.7％）、6名（0.9％）、13名（1.8％）とな

っている。 

区分Ⅰの割合は減少傾向だが、区分Ⅱ、区分

Ⅲ、区分Ⅳの割合は年々増加している（表9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．準・超重症児者数、強度行動障害該当者

数 

平成23年度、24年度、25年度で、準超重症児

者は132名（17.6％）、114名（17.0％）、118名

（16.3％）、超重症児者は78名（10.4％）、73名

（10.9％）、85名（11.8％）、強度行動障害該当

者は39名（5.2％）、39名（5.8％）、45名（6.2

％）であった。準超重症児者は年々微減してい

たが、超重症児者と強度行動障害該当者の割合

は微増していた（表10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7．利用者の医療的ケアの状況 

平成23年度、平成24年度、平成25年度で吸引

が必要な利用者は184名（24.6％）、182名（27.

1％）、225名（31.2％）、経鼻経管栄養の利用者

は127名（17.0％）、135名（20.1％）、115名（1

5.9％）、胃瘻の利用者は、156名（20.8％）、15

0名（22.4％）、173名（24.0％）、腸瘻の利用者

は1名（0.1％）、1名（0.1％）、5名（0.7％）で

あった。また、酸素吸入をしている利用者は52

名（6.9％）、51名（7.6％）、52名（7.2％）、気

管切開をしている利用者は100名（13.4％）、10

1名（15.1％）、122名（16.9％）、人工呼吸器を

使用している利用者は39名（5.2％）、38名（5.

7％）、49名（6.8％）であった。吸引が必要な

利用者や胃瘻・腸瘻・気管切開・人工呼吸器を

している利用者の割合が年々増加傾向にあった

（表11）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明
人数 614 85 17 5 28 533 84 21 6 27 530 108 25 13 46
割合 82.0% 11.3% 2.3% 0.7% 3.7% 79.4% 12.5% 3.1% 0.9% 4.0% 73.4% 15.0% 3.5% 1.8% 6.3%
区分Ⅰ（定義通り）；大島の分類1～4
区分Ⅱ（動く重症児・者）；大島の分類5・6・10・11・17・18
区分Ⅲ（重度肢体不自由児・者）；大島の分類8・9・15・16・24・25
区分Ⅳ（中軽度障害児・者）；大島の分類7・12・13・14・19・20・21・22・23

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表9　利用者の大島の分類

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

人数 132 78 39 114 73 39 118 85 45
割合 17.6% 10.4% 5.2% 17.0% 10.9% 5.8% 16.3% 11.8% 6.2%

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表10　準・超重症児者数、強度行動障害該当者　



人数
割合

人数
割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．利用頻度

 利用頻度は、

が最も多く

期休み時（

は、週1回（

（23.5％）、週

は週１回（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引

人数 184
割合 24.6%

吸引

人数 225
割合 31.2%

．利用頻度 

利用頻度は、平成23

が最も多く、次いで週

期休み時（9.9％）の順

回（24.6％）が最も多く

）、週3回（10.6

週１回（29.6％）が最も多く、次いで

経鼻
経管栄養 胃瘻

127 156
17.0% 20.8%

経鼻
経管栄養 胃瘻

115 173
15.9% 24.0%

平成25年度

23年度は週2回

、次いで週1回（19.8％

％）の順であった。

）が最も多く、

10.6％）、平成

）が最も多く、次いで

胃瘻 腸瘻

156 1
20.8% 0.1%

胃瘻 腸瘻

173 5
24.0% 0.7%

平成25年度

平成23年度

回（21.9％）

％）、学校長

。平成24年度

、次いで週2回

平成25年度で

）が最も多く、次いで週2回

酸素
吸入
気管
切開

52 100
6.9% 13.4%

酸素
吸入
気管
切開

52 122
7.2% 16.9%

表11　医療的ケアの状況
平成23年度
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）

学校長

年度

回

で

回 

 

（

あった。

度、

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が

で

た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送迎加算の取得施設

実施

17

実施

施設は

 

 

 

 

 

人工
呼吸器 吸引

39 182
5.2% 27.1%

人工
呼吸器

49
6.8%

表11　医療的ケアの状況
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19.5％）、学校長期休み時（

あった。週1回以上の利用が平成

度、25年度でそれぞれ

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が

で9.9％、8.8

た（図1・2・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9．送迎状況

1）送迎の有無

 平成 24 年度

送迎加算の取得施設

実施施設は 12

17 施設で全体の

実施 12 施設のうち、送迎加算を取得している

施設は 4施設であった

 

 

 

 

 

送迎加算
とっている

4

吸引
経鼻
経管栄養

182 135
27.1% 20.1%

表11　医療的ケアの状況

）、学校長期休み時（

回以上の利用が平成

年度でそれぞれ56.3

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が平成23

8.8％、18.6％と

・3）。 

．送迎状況 

）送迎の有無と送迎加算の取得状況

年度と 25 年度で、

送迎加算の取得施設数に

12 施設で全体の

施設で全体の 58.6％であっ

施設のうち、送迎加算を取得している

施設であった（表

送迎加算
とっている

送迎加算
とっていない

4 8

送迎実施

表12 送迎の有無

胃瘻 腸瘻

150 1
22.4% 0.1%

平成24年度

）、学校長期休み時（18.6

回以上の利用が平成23年度、

56.3％、66％、

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

23年度、24年度、

％と25年度に急増してい

と送迎加算の取得状況

年度で、送迎実施

数に変化はなかった。

施設で全体の 41.4％、未実施は

％であった。

施設のうち、送迎加算を取得している

（表 12）。 

送迎加算
とっていない

8 17

送迎
未実施

表12 送迎の有無

腸瘻
酸素
吸入
気管
切開

51 101
0.1% 7.6% 15.1%

平成24年度

18.6％）の順で

年度、24年

％、64.7％と

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

年度、25年度

年度に急増してい

と送迎加算の取得状況 

送迎実施施設数と

変化はなかった。送迎

％、未実施は

。また、送迎

施設のうち、送迎加算を取得している

17

送迎
未実施

気管
切開

人工
呼吸器

101 38
15.1% 5.7%

％）の順で

％と

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

年度

年度に急増してい

と

送迎

％、未実施は

また、送迎

施設のうち、送迎加算を取得している

呼吸器



 

 

2）通所手段

 利用者の通所手段は、

用車のみが最も多く

両のみは、

ぞれ6.5％、

一方、施設車両＋自家用車

9.9％と年々減少していた

準・超重症児者の通所手段は、

度で自家用車のみが

をみると、

が平成23年度、

％、65.8％、

いた。同様に施設車両のみの割合も

％、8.9％と

8、9）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）通所手段 

利用者の通所手段は、

用車のみが最も多く65

は、平成23年度、

％、8.6％、13

施設車両＋自家用車

年々減少していた

準・超重症児者の通所手段は、

自家用車のみが最も多かった。年別の推移

をみると、自家用車のみでの通所利用者の割合

年度、24年度、

％、69.0％と

同様に施設車両のみの割合も

％と25年度になり増加していた

利用者の通所手段は、平成23～

65～68％であった

年度、24年度、

13.1％と年々増加していた

施設車両＋自家用車は、15.8

年々減少していた（図4、

準・超重症児者の通所手段は、

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

年度、25年度でそれぞれ

％と、25年度になり

同様に施設車両のみの割合も

年度になり増加していた

～25年度で自家

であった。施設車

年度、25年度でそれ

年々増加していた

15.8％、11.2

、5、6）。 

準・超重症児者の通所手段は、平成23～25年

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

年度でそれぞれ66.7

年度になり増加して

同様に施設車両のみの割合も3.3％、4.3

年度になり増加していた（図7、
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自家

施設車

年度でそれ

年々増加していた。

11.2％、

年

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

66.7

増加して

4.3

、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



準・超重症児者が

準・超重症児者が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．利用状況

平成 24 年

況について表

 全29施設のうち、

・者が対象の

者数が平成

日平均利用者数は

名、月平均出席率は

88.3％、月欠席

度が16.5名、

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a ；施設車両のみ
b ；自家用車のみ
c ；タクシー（費用を自己負担）のみ
d ；施設車両＋自家用車
e ；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
f ；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
g ；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
h ；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
i ；自家用車＋他の居宅介護事業者
ｊ ；その他

寝たきり全体

準・超重症児者が
20％以上

準・超重症児者が
20％未満
動く重心

利用状況 

年度及び 25

ついて表 13、14 に示した。

施設のうち、寝たきり

・者が対象の27施設では

者数が平成24年度は6.

日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

月欠席者平均

名、月代替人数

；施設車両のみ
；自家用車のみ
；タクシー（費用を自己負担）のみ
；施設車両＋自家用車
；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用予定者数

5月 9月

6.1 6.0

準・超重症児者が
6.8 6.6

準・超重症児者が 3.7 4.4

4.7 5.1

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

25 年度 5 月、

に示した。 

寝たきりの重症心身障害児

施設では、一日の平均利用予定

6.1名、25年度が

年度が5.3名、

24年度が87.3

平均は24年度が

代替人数平均は24

；タクシー（費用を自己負担）のみ
；施設車両＋自家用車
；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用予定者数

9月 平均

6.0 6.1

6.6 6.7

4.4 4.1

5.1 4.9

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

月、9 月の利用状

 

の重症心身障害児

一日の平均利用予定

年度が6.2名、

名、25年度は5.5

7.3％、25年度が

年度が17.2名、25年

24年度が1.8名

；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用者数

5月 9月

5.3 5 .3

5 .7 5 .8

3 .4 4 .0

4 .5 5 .0

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数
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状

の重症心身障害児

一日の平均利用予定

名、一

5.5

年度が

年

名、

25

％以上を占める施設と

く重症心身障害児

平成

り、

これら

者が

が

均利用者数は

月平均出席率は

％、

20.2

年度が

平均利用予定者数が平成

度が

25

％、

8.5

度が

定者数が平成

一日平均利用者数は

5.5

度が

もに

年度が

重症児者が

未

順に高くなっていた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）

一日平均利用者数

平均 5月

5.3 86 .3%

5 .8 83 .5%

3 .7 93 .5%

4 .8 96 .0%

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

25年度が2.3名

全29施設を

％以上を占める施設と

く重症心身障害児

平成24年度はそれぞれ

り、25年度は

これら3群における利用状況は、

者が20％以上の施設

が平成24年度は

均利用者数は

月平均出席率は

％、月欠席者

20.2名、月代替人数

年度が2.6名であった。

準・超重症児者が

平均利用予定者数が平成

度が4.3名、一日平均利用者数は

25年度が4.0名、

％、25年度が

8.5名、25年度が

度が0.7名、25

動く重症児

定者数が平成

一日平均利用者数は

5.5名、月平均出席率は

度が98.8％、

もに3.3名、月

年度が1.5名であった

出席率は、

重症児者が利用者

未満の施設、動く重症心身障害児

順に高くなっていた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 9月

86.3% 87 .7% 87 .3%

83 .5% 87 .2% 85 .8%

93 .5% 89 .8% 91 .4%

96 .0% 97 .4% 97 .0%

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

名であった。

施設を準・超重症児者が

％以上を占める施設と20

く重症心身障害児・者の施設の

年度はそれぞれ20

年度は19施設、8施設、

群における利用状況は、

％以上の施設では

年度は6.7名、25

均利用者数は24年度が5.

月平均出席率は24年度が

者平均は24年度が

代替人数平均

であった。 

準・超重症児者が20％未満の施設では、一日

平均利用予定者数が平成

一日平均利用者数は

名、月平均出席率は

が92.6％、月

年度が7.8名、

25年度が1.8

動く重症児・者の施設

定者数が平成24年度が4.9

一日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

、月欠席者平均

月代替人数平均

名であった。 

出席率は、平成24年度

利用者全体の

施設、動く重症心身障害児

順に高くなっていた。 

平均 5月

87.3% 19.0

85 .8% 23.0

91 .4% 7.6

97 .0% 4.0

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

。   

準・超重症児者が利用者全体の

20％未満の施設、

者の施設の3群に分け

20施設、7施設、

施設、2施設であった。

群における利用状況は、準・超重症児

では一日平均利用予定者数

25年度は7.0

5.8名、25年度が

年度が85.8％、25

年度が20.4名、

平均は24年度が

 

％未満の施設では、一日

平均利用予定者数が平成24年度は4.1

一日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

月欠席者平均
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1.8名であった
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年度、25年度ともに

全体の20％以上の施設、

施設、動く重症心身障害児・者の施設の

 

9月 平均

15.5 17 .2

17.7 20 .4

9.3 8.5

2.5 3.3

欠席数

利用者全体の20

施設、また動
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施設、2施設あ
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平均利用予定者数

7.0名、一日平

年度が6.1名、

25年度が86.5

名、25年度が

年度が2.3名、25

％未満の施設では、一日

4.1名、25年

年度が3.7名、

24年度が91.4

平均は24年度が

代替人数平均は24年

であった。 

では、一日平均利用予

年度は5.6名、

名、25年度が

97.0％、25年

年度、25年度と

年度が0名、25

年度ともに準・超
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・者の施設の
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施設あ
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名、
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25
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平均
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0 .7
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11．欠席時対応加算取得の有無 

 欠席時対応加算を取得している施設は19施設、

取得していない施設は10施設であった。取得し

ていない10施設中、2施設は今後取得予定であ

った。 

 

12．家庭連携加算、訪問支援特別加算取得の

有無 

 家庭連携加算を取得している施設はなく、今

後取得を考えている施設は2施設であった。 

 

13．療育状況 

 療育時間は60～300分と施設間で差がみられ

た。120分の施設が最も多く8施設、次いで90分

が7施設、60分が4 施設であった。（表15）。 

療育内容については、スヌーズレン、散歩、

音楽療育、感覚療育、制作、季節行事の他に、

プール、運動、ゲーム、遠足、清掃、外出など

を行っている施設もあった。 

平均療育時間は、準・超重症児者が利用者全

体の20％以上の施設では115分、20％未満の施

設では101分、動く重症心身障害児・者の施設

では85分であった。 

療育に参加する職員の職種は、保育士や看護

師の他に、業務技術員や児童指導員、療養介助

員や運転手、ヘルパー、理学療法士が参加して

いる施設があった。人数については、2～14名

と施設間で差が見られたが、3名の施設が最も

多く8施設、次いで2名と4名の施設が6施設であ

った。各施設の利用者数を考慮しなければなら

ないが、職員の療育参加人数の平均は、準・超

重症児者が20％以上の施設では4.7名、20％未

満の施設では、3.6名、動く重症心身障害児・

者の施設では、4.5名であった。職種別の平均

では、保育士は、準・超重症児者が20％以上の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設で2.0名、20％未満の施設で1.6名、動く重

症心身障害児・者の施設で3.5名であった。看

護師は、準・超重症児者が20％以上の施設で

2.3名、20％未満の施設で1.1名、動く重症心身

障害児・者の施設で1.0名であった。 

以上のことから、療育参加する職員の人数は、

準・超重症児者が20％以上の施設、動く重症心

身障害児・者の施設、20％未満の施設の順に多

かった。参加職員の職種では、保育士の参加は

動く重症心身障害児・者の施設、準・超重症児

者が20％以上の施設、20％未満の施設の順に、

看護師の参加は、準・超重症児者が20％以上の

施設、20％未満の施設、動く重症心身障害児・

者の施設の順に多かった（表16、17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均
寝たきり全体 6.0 6 .3 6.2 5 .3 5 .6 5 .5 88 .4 88.1 88 .3 17 16 16 .5 2.4 2 .4 2 .3
準・超重症児が
20％以上 6.8 7 .1 7 .0 5 .9 6 .2 6 .1 86 .5 86.4 86 .5 20 .6 19.7 20 .2 2.8 2 .6 2 .6

準・超重症児が
20％未満 4.2 4 .5 4 .3 3 .9 4 .1 4 .0 93.0 92.1 92 .6 8 .3 7 .3 7 .8 1 .5 2 .0 1 .8

動く重心 5.5 5 .7 5.6 5 .5 5 .6 5 .5 99 .2 98.5 98 .8 1 .5 5 .0 3 .3 0 .0 3 .0 1 .5

一日平均利用予定者数 一日平均利用者数 月平均出席率 欠席数 追加人数
表14　平成２５年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

療育時間(分） 参加人数 保育士 看護師

全体 109 4.4 2 1 .8

準・超重症児が
20％以上 115 4.7 2 2 .3

準・超重症児が
20％未満 101 3.6 1 .6 1 .1

動く重心 85 4.5 3.5 1

表17　療育時間、参加人数

表15　療育時間 表16　療育参加人数

平均時間 施設数
療育参加
人数 施設数

60分 4 2 6

70分 1 3 8

75分 2 4 6
80分 1 5 3
90分 7 7 3
105分 1 8 1
120分 8 10 1
150分 3 14 1
180分 1
300分 1
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14．新制度下で新たに始めたサービスの有 

無 

 新たなサービスを始めた施設は3施設のみで、

2施設が放課後等デイサービス、1施設が入浴で

あった。 

15．医療的ケアを要する利用者の受入れ制限 

の有無 

 準・超重症児者を受け入れている22施設のう 

ち、受入れ人数や利用日数に制限等の対応をし 

ている施設は 14 施設あり、希望通りに受入れ

が出来ている施設は 7施設であった。また、職

員数を増やして対応している施設が 1施設あっ

た（表 18）。 

 

 

 

 

 

16．利用予定表の作成にあたり、工夫や苦慮

している点 

 工夫している点としては、欠席者がでること 

を事前に見越して定員を上回る利用予定を組ん 

でいる施設があった。また、動く重症心身障害 

児・者の通所では、それぞれの利用者の行動特 

性を考慮して利用者の組み合わせを決める等の 

工夫が行われていた。 

一方、苦慮している点としては、放課後等デ

イサービスを実施している施設において、学校

長期休暇中の利用予定表の作成が挙げられ、学

齢児の利用希望に応えるため、生活介護や児童

発達支援の利用者の利用回数を長期休暇中のみ

減らして対応している施設が3施設あった。ま

た、体調不良等で欠席があった場合に、追加代

替の利用者の確保を難しく感じている施設が3 

施設あった。 

  

17．利用者増員のために行っていること 

 特別支援学校に案内し、実習や見学の受け入

れを行っている施設が11施設あった。また、行

政や施設、相談支援事業所などの関係諸機関と

情報交換を行い、案内を配布している施設が9

施設あった。その他、家族の意向調査やアンケ

ートを行っている施設も2施設あった。 

 

18．通所事業の在り方についての提言 

 各１施設ではあるが、以下のような意見があ

った。 

送迎面について、送迎加算や通所サービス利

用促進事業だけでは新たに自施設送迎を始める

ことは困難である、医療的なケアの高い人の送

迎を実施していけるように送迎加算の引き上げ

を希望する、小規模事業所に自施設送迎を求め

るのではなく、公的サービスとして第三者事業

所が送迎を行うような仕組みを構築する必要が

ある、であった。 

 経営面については、補助事業の時は何とか対

応できたが、平成24年度から収入面で厳しくな

り、施設が努力して利用者を増加させると単価

が下がることに違和感がある、一体的事業なの

に年齢によって報酬単価が異なるのはどうか、

動けるがゆえに障害程度区分が低く出やすく、

収入が激減している、であった。 

 医療度の高い利用者の受入れについては、受

け入れ可能な事業所が少ないため、報酬や制度

面での見直しが求められる。医療ケアが必要な

利用者を受け入れるためには、常勤看護師が不

可欠であるが、数が少なく対応が難しい、であ

った。 

 その他では、相談支援事業所や他の事業所と

の連携が不可欠であるが十分にできていない、

動く重症心身障害児・者の通所では、通所で行

動が落ち着いた利用者には移行支援を行い、そ

の代わりに行動障害で困っている利用者を受け

入れている、児童の利用者と成人の利用者が一

緒に過ごすメリットはあるが、発達レベルや生

活年齢を考えた時、別々に療育を設定する場も

あればより充実したサービスが提供できるので

はないか、という意見があった。 

 

Ｄ．考察 

本稿では、通所事業に関して法制化前、法制

化初年度及び2年目の動向をまとめた。 

利用定員については、平成24年度と25年度で

変更していた施設が4施設みられた。新制度で

は利用実績が施設への収入に直結するため、1

年間の利用状況を鑑みて定員を増減したと考え

られた。しかし、本調査では実際の利用者数を

調査していないため、今後は実際の利用者数と

いない 希望通り 調整 職員数増
7 7 14 1

表18　医療ケアの高い人の受入れの対応
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の比較も必要である。 

利用時間は、平成24年度では、5時間、6時間

が最も多く8施設ずつであったのに対し、25年

度は6時間が最も多く11施設、次に5.5時間が多

く6施設であった。25年度は、5時間の施設が僅

か2施設となっており、利用者のニーズに合わ

せて利用時間を延長したのではないかと考えら

れた。 

職員数については、平成23年度、24年度、25

年度で看護師が専任で配置されている施設数は

9施設、10施設、12施設と僅かであるが増加し

ていた。同様に、指導員の専任配置の施設数も

1施設、2施設、4施設と増加傾向にあった。一

方、保育士の専任配置の施設は12施設、11施設、

10施設と僅かであるが減少していた。これらの

ことから、看護師を専任配置する施設が増えた

のは医療的ケアが必要な利用者に対応するため

であり、指導員の専任配置が増えたのは利用者

の確保や他の福祉事業所との調整のためと考え

られた。 

利用登録者については、平成23年度が749名、

24年度が671名、25年度が722名と、24年度に一

時減少したが25年度には増加していた。平成24

年度と25年度の各サービスの利用状況をみると、

児童発達支援はそれぞれ12.1％、10.9％、生活

介護は63.5％、59.3％と両サービスともに25年

度に減少していた一方、放課後等デイサービス

は24.4％、29.8％と25年度に増加していた。ま

た、利用者の年齢構成についても、７～17歳の

割合が平成24年度、25年度で25.6％、28.7％と

増加していた。これらのことから、学齢児にと

って通所事業は、長期休暇中に家庭の他に過ご

す場としてニーズが高まってきていると考えら

れた。 

大島の分類は、平成23年度、24年度、25年度

で区分Ⅰが82.0％、79.4％、73.4％と減少傾向

にあったが、区分Ⅱ、区分Ⅲ、区分Ⅳは、やや

増加傾向にあった。法制化により、経営的観点

から利用者確保の重要性が高まる中、より多様

な状態像を示す利用者の受入れが進んでいると

考えられた。 

利用者に占める準・超重症児者及び強度行動

障害該当者の割合では、平成23年度、24年度、

25年度で準超重症児者は17.6％、17.0％、16.3

％と微減していたが、超重症児者は10.4％、10.

9％、11.8％と微増していた。また、強度行動

障害該当者は、5.2％、5.8％、6.2％と増加し

ていた。これらのことから、医療的ケアが必要

な利用者や行動障害がある利用者は、看護師等

の医療スタッフや医療設備が十分に整っていな

い他の施設では受入れが難しい状況が背景にあ

ると考えられた。特に、吸引・胃瘻・腸瘻・気

管切開・人工呼吸器をしている利用者が増加し

ていたことは、これらの医療的ケアを必要とす

る利用者が通所できる事業所が少ないことを示

していると考えられ、今後の大きな課題といえ

る。 

利用頻度は、平成23年度、24年度、25年度で

週１回利用が19.8％、24.6％、29.6％と増加し

れおり、週1・2回の利用が全体の約50％を占め

ていた。また、学校の長期休暇中の利用が9.9

％、8.8％、18.6％と25年度に増加していた。

この結果は、前述した放課後等デイサービスの

利用者が増加したことと繋がる。利用者の中に

は、他の通所事業と併用して利用している者が

多数いると考えられるため、今後は併用状況等

を調査し、在宅の重症心身障害児・者が求める

サービスの内容や量等を更に検討していく必要

があると考える。 

通所手段については、平成23年度、24年度、

25年度とも自家用車のみの利用者の割合が最も

多く65～68％であった。これは、旧B型通園事

業に送迎が義務化されていなかったことから、

法制化前に旧B型通園を実施していた施設の多

くに送迎体制が整っていないことが一因と考え

られた。 

送迎を実施している施設は、平成24年度、25

年度ともに12施設で増減はなかった。施設車両

のみでの通所者は、6.5％、8.6％、13.1％と増

加していた一方、施設車両＋自家用車での通所

者は15.8％、11.2％、9.9％と減少していた。

 このことから、送迎実施12施設は送迎車両や

送迎に同乗する職員をやりくりし、利用者から

のニーズに応えるべく努力していると考えられ

た。 

準・超重症児者の通所手段は、平成23年度、

24年度、25年度とも自家用車のみが最も多かっ

た。年毎の推移をみると、自家用車のみの割合
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は66.7％、65.8％、69.0％と25年度になり増加

していた。施設車両のみの割合も、3.3％、4.3

％、8.9％と25年度になり増加していた。だが、

23年度と24年度の調査で、通所手段不明の割合

が18％、20％であったのに対し、25年度は5％

と減少していたことから、単に25年度に自家用

車や施設車両による通所者の割合が増えたとは

言い難い。しかし、自家用車のみでの通所者が

多い現状は変わっておらず、送迎面での家族の

負担は依然として大きいと考えられる。現在、

送迎未実施の施設は17施設あるが、送迎加算や

通所サービス利用促進事業だけは新たに自施設

送迎を始めることは困難との意見があったこと

から、準・超重症児・者の利用者の送迎が更に

促進されるように送迎加算の引き上げや、準・

超重症児でもニーズに応じて利用ができる送迎

サービスの構築が急務であるといえる。 

利用状況は、5月、9月と2ヶ月のみの調査で、

利用定員も施設間で異なっているため一概には

言えないが、一日平均利用者数は5.3名から5.5

名と横ばい状態であった。欠席率は、平成24年

度、25年度ともに準・超重症児者が20％以上の

施設、20％未満の施設、動く重症心身障害児・

者の施設の順に高かった。このことは、準・超

重症児者は体調を崩しやすい等の特性から、事

前に通所の予定をしていても当日に急に欠席に

なる可能性が非準・超重症児者よりも高く、準

・超重症児者を多く受入れることは、施設にと

って経営的にリスクがあると考えられた。この

リスクを回避するためにも、欠席時対応加算の

取得は不可欠であるが、現状は約65％の施設し

か取得していなかった。加算は94単位と低いが、

取得していく必要があるのと同時に、準・超重

症児者の受入れに対しての加算設定が強く望ま

れる。 

 療育については、療育時間が 60～300 分と施

設間で差があった。また、療育参加職員の人数

も 2～14 名と施設によって差があった。各施設

における利用定員数を考慮しなければならない

が、準・超重症児者が 20％以上の施設では療

育参加職員数が 4.7 名で、そのうち保育士が

2.0 名、看護師が 2.3 名であった。準・超重症

児者が 20％未満の施設では、療育参加人数が

3.6 名、うち保育士が 1.6 名、看護師が 1.1 名

であり、動く重症心身障害児者の施設では、療

育参加人数が 4.5 名、うち保育士が 3.5 名、看

護師が 1.0 名であった。準・超重症児者が 20

％以上の施設で看護師の参加人数が多かったこ

とは、準・超重症児者は療育中も医療的ケアを

必要とするため、看護師が療育に参加しなけれ

ば療育実施が困難であることを示していると考

えられた。また、動く重症心身障害児・者の施

設で保育士の参加人数が多かったことは、行動

障害への対応のため職員の数は必要であるが、

利用者に医療的なケアを必要とする者が少ない

ことが理由と考えられた。今後は、保育士・看

護師・業務技術員などの職種の人数の比率によ

って提供するサービスに違いがあるか検討して

いきたい。 

新制度下で新たに始めたサービスについては、

放課後等デイサービスを始めた施設が 2施設、

入浴を開始した施設が 1施設あった。経営面の

問題もあり、利用者の要望に沿ったサービスの

充実を行うことに困難を呈していると考えられ

る。 

医療的ケアが必要な利用者の受入れについて

は、準・超重症児者を受入れている 22 施設の

うち、人数や日数の制限をしながら利用の調整

をしている施設が 14 施設、利用者の希望通り

に受入れている施設が 7施設、その都度職員を

増やして対応している施設が 1施設あった。施

設側には、利用者のニーズに沿い、希望通りの

回数や曜日で受け入れたいという思いはあるが、

職員数等の体制の問題のため、実際の受け入れ

は困難である現状が窺えた。 

利用者増員のための取り組みについては、特

別支援学校や行政等の関係機関に自施設の通所

事業の案内をする等、何らかの取り組みをして

いる施設が 20 施設あった。法定化により、補

助事業から利用人数に対しての報酬に変わった

ため、安定した経営には一定の利用者の確保が

必要となる。今後は、利用者確保のために各施

設で行っている取り組みやノウハウを施設間で

共有していくことが必要と考えられる。 

 

Ｅ．結論 

平成 23 年度、24 年度、25 年度と通所事業に

関する調査を行った。実施施設は 29 施設と変
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わらず、利用登録者数は 671～749 名、60％以

上が 18 歳以上で、約 28％が準・超重症児者で

あった。今後の課題としては、送迎ニーズへの

対応や医療的ケアが必要な利用者の受入れの問

題が挙げられ、これらは施設の経営上の問題と

も関係することから、通所事業における準・超

重症児加算の設定や送迎加算、欠席対応加算等

の引き上げが望まれる。                                  


